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令和２年４月 加茂市長定例記者会見 

Ｒ２．４．２（木） １０：００ 

 

 

１ 新型コロナウイルス感染症対策について 

 

すでにＨＰに掲載してありますが、臨時休館していた公共施設を別紙のと

おり昨日 4月 1日（水）から再開いたしました。 

ただし、各コミュニティセンターや、ゆきつばき荘、かも川荘、美人の湯

については、開館時間を短縮しての再開、図書館は貸出・返却のみとなりま

す。 

 

施設利用については、消毒、手洗い、咳エチケットなどの徹底と三つの「密」

を避ける方策、併せて発症者が出た場合の追跡を可能とするための利用者名

簿への記入を条件としました。 

 

学校についても、消毒、手洗い、咳エチケットなどの徹底と三つの「密」

を避ける方策などを徹底した上で、新入生は 4月 6日、在校生は 4月 7日か

らの再開となります。 

 

また、5月から開催予定でありました市民大学講座、7月に実施予定であり

ました加茂市中学生海外派遣事業を中止、5 月から開催予定でありましたシ

ニア教室は延期します。 

 

加茂山リス園については、令和 2年度の開園を 4月 5日に予定していまし

たが、新型コロナウイルス対策のため延期いたします。加茂山リス園は屋外

の施設ですが、連休中には数千人の来園者がある大変人気のスポットであり、
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不特定多数の人が集まる密集した空間ができると、感染リスクが高くなりま

す。開園を楽しみにしていた皆様には大変申し訳ありませんが、ご理解いた

だきたいと思います。 

開園の時期については、追ってご報告させていただきます。 

また、加茂山公園などでの花見等の宴会についても、ご遠慮いただきたい

と思います。散歩などしながら、立ち止まらずに桜や雪椿を楽しんでいただ

ければと思います。なお、今年の加茂山公園・石川公園のライトアップは行

いません。 

 

加茂川のこいのぼりは、当初 4月 9日（木）からの日程で予定していまし

たが、市内公共施設が使用できず、3 月中に準備作業ができなかったため、

期間をずらし、17日（金）または 18日（土）に設置作業を行い、19日（日）

から 5月上旬の日程で行う予定です。 

なお、多くの皆様に楽しんでいただきたいと思いますが、こいのぼりの下

で大勢での宴会などはお控えいただき、なるべく家族単位でお楽しみいただ

ければと思います。また、混雑時は立ち止まらないようお願いします。 

 

毎年 5月 3日に開催していた成人式は、9月 20日に延期します。 

実行委員会で事前の準備が必要なことや、晴れ着等の予約で直前での変更

決定では多くの方にご迷惑がかかる可能性があることを考慮し、延期を決定

しました。 

対象となる新成人の方々には、3月 16日付けで「成人式延期の案内」をお

送りしました。 

 

これまで述べてきた対応については、状況が変わればただちに運用を変更

し、ＨＰ等でお知らせいたします。 
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さらには、加茂市職員に対し、東京出張は当面禁止、プライベートでの東

京への移動についても自粛するよう要請しました。 

 

 

２ 市民サービスセンターの移設について 

 

令和 2年 2月 7日に策定した「行財政健全化推進計画」に基づき、上町コ

ミュニティセンターとして使用していたＮＴＴ東日本所有の建物の賃貸契約

を終了し、上町コミュニティセンターを 3月末で閉館しました。これに伴い、

同施設内に開設していた市民サービスセンターを、公民館内に移設します。

公民館内での業務開始は 4月 13日月曜日からとなります。 

 

窓口の開設時間は市役所市民課窓口と同じく、平日午前 8 時 30 分から午

後 5時 15分まで、土曜日は午前 8時 30分から正午までで、日曜日と祝日は

お休みです。ここで取り扱う業務は、住民票、戸籍、印鑑登録証明書、納税

証明書の発行などです。 

 

移設先を公民館とした理由は、これまでの上町コミュニティセンターとの

距離が近く、移設にかかる設備整備の費用と時間が低く抑えられることです。 

 

市民サービスセンターは、平成 5 年 8 月 23 日に市役所が現在の場所に移

転した際、公民館内に「市民課サービスコーナー」として開設され、その後、

平成 8年 7月 1日に「市民サービスセンター」として上町の旧ＮＴＴ社屋に

移転し、一昨日 3月 31日まで窓口業務を続けていました。 

 

場所は変わりましたが、商店街が続く市街地にある市民サービスセンター

をこれまで同様にご利用いただきたいと思います。 
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３ 4月 1日以降の公共施設の禁煙について 

 

健康増進法の一部が改正され、受動喫煙防止の新たな対策として、2020年

4 月 1 日から、多くの人が利用する全ての施設において、原則屋内禁煙とな

りました。 

  

そこで加茂市といたしましては、より多くの人の受動喫煙を防止するため、

4 月 1 日から別紙のとおり、すでに喫煙専用室が整備されている市民福祉交

流センター「加茂美人の湯」を除き、市役所、産業センター、コミュニティ

センター、体育館等の屋内施設、野球場や陸上競技場などの屋外スポーツ施

設等の公共施設の敷地内を禁煙とすることにしました。 

 

市民の皆様へは、市のホームページや広報を通じて広く周知していきます。 

施設をご利用の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

４ 市議会 3月定例会本会議録画映像の視聴について 

 

市議会では、3 月定例会本会議における令和 2 年度施政方針及び一般質問

の録画映像が、昨日 4月 1日から加茂市議会ホームページ内で視聴可能とな

りました。 

これは、開かれた議会を目指す取り組みとして情報提供を行うものです。 

議論の様子をぜひご覧いただきたいと思います。 


